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平
成
26
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８
％
へ
引

き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
得
の
低
い

方
々
へ
の
負
担
の
影
響
に
鑑
み
、
暫
定
的
・
臨

時
的
な
措
置
と
し
て
、
臨
時
福
祉
給
付
金
を
支

給
す
る
も
の
で
す
。

●
支
給
対
象
者

　

平
成
27
年
度
分
町
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税

さ
れ
て
い
な
い
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
町
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
生
活
保
護
を
受
け

て
い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

対
象
と
な
る
方
の
う
ち
、
配
偶
者
か
ら
の
暴

力
を
理
由
に
避
難
し
て
い
る
方
は
、
お
住
い
の

市
町
村
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
支
給
額

　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
、
６
、０
０
０
円

●
申
請
手
続

　

申
請
先
は
、基
準
日
（
平
成
27
年
１
月
１
日
）

に
お
い
て
住
民
登
録
が
さ
れ
て
い
る
市
町
村
と

な
り
ま
す
。

　

支
給
対
象
者
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に

は
、８
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
予
定
で
あ
り
、

９
月
か
ら
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
返
信
用

封
筒
も
同
封
し
ま
す
の
で
、
役
場
保
健
福
祉
課

あ
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
受
付
期
間

　

９
月
１
日
（
火
）
〜
11
月
30
日
（
月
）

●
給
付
金
の
受
取
方
法

　

申
請
書
に
記
載
し
た
指
定
口
座
に
入
金
さ
れ

ま
す
。

　

※ 

振
込
後
に
支
給
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
は
、
給
付
金
を
返
還
し
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

★ 

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
を
装
っ
た
「
振

り
込
め
詐
欺
」な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

町
や
県
、
厚
生
労
働
省
な
ど
の
職
員
を
か

た
っ
た
電
話
や
郵
便
に
よ
り
、
手
数
料
な
ど
の

振
込
を
求
め
ら
れ
た
り
、
個
人
情
報
を
尋
ね
ら

れ
た
と
き
は
、
迷
わ
ず
に
役
場
保
健
福
祉
課
ま

た
は
最
寄
り
の
警
察
署
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ 

保
健
福
祉
課　

☎
47

－

８
０
０
７

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て

　

臨
時
福
祉
給
付
金
に
関
す
る
一
般
的
な

問
い
合
わ
せ
に
対
応
す
る
た
め
、
厚
生
労

働
省
で
は
、
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
を
設

置
し
て
い
ま
す
。

　

制
度
の
概
要
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
は
、
左
記
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

電
話
番
号　

０
５
７
０

－

０
３
７

－

１
９
２

運
営
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
６
時

（
土
、
日
、
祝
日
は
除
く
）

厚
生
労
働
省

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
ダ
イ
ヤ
ル

平成26年度 情報公開制度・個人情報保護制度　運用状況
◆情報公開制度
　町民の皆さんは、自分が「知りたい」と思
う、町にある情報を開示請求することができ
ます。町は、その請求に対して積極的に情報
を公開していくことで、開かれた町政を実現
することを目指しています。

◆個人情報保護制度
　町は、町民の皆さんの身近なところで仕
事をしていることから、多くの個人情報を
保有しています。そのため、個人情報の取
扱いについては細心の注意を払うよう努め
ており、各担当課は個人情報を収集、保管
および利用している業務を町長へ届出して
います。

請求のあった実施機関 町　長 教育委員会
開　示　請　求 １件 ０件

開示請求のうち

開示 ０件 ０件
部分開示 １件 ０件
非開示 ０件 ０件
不存在 ０件 ０件

異議申立て件数 ０件 ０件

【開示請求の件数】

実施機関 事務数
町　長 250件
教育委員会 62件
選挙管理委員会 9件
監査委員 1件
農業委員会 4件

固定資産評価審査委員会 1件
議　会 5件

【個人情報取扱事務届出件数】 届出件数332件（平成27年3月31日現在）

　この制度では、町が保有する皆さん自身の個人情報について、開示・訂正・削除・目的外利用などの中
止を求める権利が認められています。
　平成 26年度においては、本人情報の開示請求件数は０件でした。

■問合せ　総務課　☎47－8000


